
１人１台端末の活用に関するガイドライン（保護者向け） 

 

  

 令和７年４月 

 伊勢原市教育委員会 

 

このガイドラインは、国の GIGAスクール構想に基づき、伊勢原市教育委員会

（以下「教育委員会」という）において整備した１人１台端末を、児童生徒が

活用する際に、保護者においても留意していただく事項について定めるもので

す。 

 

１ 目的 

 本ガイドラインの各事項に保護者においても留意していただき、児童生徒が

１人１台端末等の活用を図ることで、ICTを活用した効果的な学習及び情報活

用能力の育成を推進することを目的とし、本ガイドラインを設けます。 

 

２ １人１台端末等について 

・教育委員会より貸し出す教育用１人１台端末は「Chromebook」です。 

 ※充電器も貸出し対象機器です。 

・端末の貸出し対象者は、伊勢原市立小中学校に在籍する児童生徒に限りま

す。 

 ・端末の利用は、学習に関することのみとします。 

 ・端末の持ち運びには十分気をつけてください。 

・使用する際には、故障、破損、紛失等に十分気をつけてください。 

・セキュリティ確保のため、学校から許可の無いＵＳＢメモリやプリンター

等、外部装置や周辺機器への接続は行わないでください。 

・１人１台端末を紛失、または故意・重過失によって破損させた場合は、保

護者に弁償していただく場合があります。 

 

３ アカウントについて 

 ・教育委員会より付与する教育用アカウントは「Google Workspace for Edu

cation」アカウントです。 

 ・アカウント情報は、むやみに第三者に知らせることのないようにしてくだ

さい。 

 ・パスワードの設定等は学校の指示に従うこととし、家庭や児童生徒の判断

で変更しないでください。 

 ・付与されたアカウントには、原則として貸与された１人１台端末からのみ

ログインできることとします。家庭の端末等からログインしないでくださ

い。 

・アカウント内の学習履歴等の情報については、児童生徒の人権やプライバ

シー等を尊重し、発達の段階等を考慮した上で、緊急の場合等を除き、保

護者が自由に閲覧しないよう注意してください。 



・学習目的以外に利用する等不適切な利用が確認された場合は、アカウント

の利用を停止する場合があります。 

・個人による設定の変更やアプリのダウンロード等は原則行わないでくださ

い。 

・不適切な目的で使用しているおそれがある場合やセキュリティ上の重大事

案が発生した場合には、学校や教育員会にて使用履歴を閲覧することがあ

ります。 

 

４ インターネット環境について 

 ・Chromebookはインターネットに接続する必要があります。学校の指示等に

より家庭にて利用する場合は、インターネットに係る通信費や充電に係る

費用については、保護者負担となります。 

 ・家庭にインターネット環境がない等の場合は学校よりモバイル Wi-Fiルー

タを貸与します。所定の様式にて申請してください。 

 

５ 健康面への配慮 

・明るい場所で使用してください。 

・姿勢をよくして、目を画面から３０ｃｍ以上離して見てください。 

・１時間に１、２回程度細かく休憩をとりながら使用してください。 

・就寝１時間前の使用は控えるようにしてください。 

 

６ 安全な利用への配慮 

・本人の許可を得ることなく写真を撮ったり、録音・録画したりしないでく

ださい。 

・自分や他人の個人情報(名前、住所、電話番号、メールアドレスなど)を、

誰もがアクセスできるインターネット上に不用意に書き込まないようにし

てください。また、SNS等の利用はしないでください。 

・アカウントを用いて登録するサービスには、学習目的であっても登録しな

いでください。 

・他人を傷つけたり、嫌な思いをさせたりする内容を、インターネット上に

書き込んだりアップロードしたりしないようにしてください。 

・不適切なサイトにアクセスしないようにしてください。 

・インターネット上のファイルには危険なものもあるので、ダウンロードし

ないでください。 

・学校の指示等により家庭で利用する際には、児童生徒と話合いの上、１人

１台端末及びアカウントの利用上のルールを決めてください。 

※安全な利用のために、Google管理コンソール及び端末アプリにてダウン

ロード制限や接続制限等を行っています。 

 

５ １人１台端末及びアカウントの返却について 

・以下の場合においては、１人１台端末及びアカウントを返却していただき

ます。 



 
【市内転出の場合】 １人１台端末は返却、アカウントは転出先の学校で使用します。 

【市外転出の場合】 １人１台端末及びアカウント共に返却となります。 

【市内進学の場合】 １人１台端末は返却、アカウントは中学校で使用します。 

【市外又は私学進学の場合】 １人１台端末及びアカウント共に返却となります。 

 

６ その他 

・故障、紛失及び動作不良等が認められた場合は速やかに学校までご連絡く

ださい。 

・１人１台端末やアカウントの不適切な管理・使用によって児童生徒及び保

護者等に生じた損害又は第三者との間で生じた紛争について、学校は責任

を負いかねます。 

 

以上 


